
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 19

問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

17 15 8 17

25 201 大津市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 大津市男女共同参画推進条例 2011年12月19日 2011年12月19日
おおつかがやきプランⅣ（大津市男女共同
参画推進計画・大津市女性活躍推進計画）

2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

25 202 彦根市 女性活躍推進室 1 1 1 1 男女共同参画を推進する彦根市条例 2001年12月27日 2002年4月1日
彦根市男女共同参画計画
ひこねかがやきプランⅢ

2022年4月1日 ～ 2034年3月31日 1 1

25 203 長浜市 人権施策推進課 1 2 1 1 4
第４期長浜市男女共同参画行動計画
～長浜市パートナーシッププラン～

2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

25 204 近江八幡市 人権・市民生活課 1 2 1 1 近江八幡市男女共同参画推進条例 2012年3月26日 2012年4月1日
男女共同参画おうみはちまん2030プラン
－男女共同参画近江八幡市行動計画－

2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

25 206 草津市 男女共同参画センター 1 1 1 1 草津市男女共同参画推進条例 2008年12月24日 2009年4月1日 第４次草津市男女共同参画推進計画 2021年4月 ～ 2031年3月 1 1

25 207 守山市 人権政策課 1 2 1 1 守山市男女共同参画推進条例 2015年3月26日 2015年3月26日 第４次守山市男女共同参画計画 2021年4月 ～ 2031年3月 1 1

25 208 栗東市 自治振興課 1 2 1 1 3
栗東市ひとが輝くパートナープラン
《栗東市男女共同参画プラン第６版》

2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

25 209 甲賀市 女性活躍推進室 1 1 1 1 甲賀市男女共同参画を推進する条例 2018年6月29日 2018年6月29日
第２次甲賀市男女共同参画計画
（甲賀市女性活躍推進計画）

2017年7月 ～ 2029年3月 1 1

25 210 野洲市 人権施策推進課 1 2 1 1 野洲市男女共同参画推進条例 2004年10月1日 2004年10月1日 第４次野洲市男女共同参画行動計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

25 211 湖南市 人権擁護課 1 2 1 1 4 湖南市男女共同参画アクション2017計画 2017年4月 ～ 2027年3月 1 1

25 212 高島市 人権施策課 1 2 1 1 4 第2次男女共同参画プラン(改訂版） 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

25 213 東近江市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 東近江市男女共同参画推進条例 2014年12月19日 2015年4月1日 第３次東近江市男女共同参画推進計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

25 214 米原市 人権政策課 1 2 1 1 4 第4次米原市男女共同参画推進計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

25 383 日野町 企画振興課 1 2 1 1 4
「日野町男女共同参画行動計画～ひの
パートナープラン2019～」後期計画

2024年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 1

25 384 竜王町 未来創造課 1 2 1 1 4 第３次竜王ベストパートナープラン 2024年4月 ～ 2029年3月 1 1

25 425 愛荘町 みらい創生課 1 2 1 2 4 第２次愛荘町男女共同参画推進計画 2019年4月 ～ 2028年3月 1 1

25 441 豊郷町 人権政策課 1 2 2 2 4 2

問４－１　有問３－１　有

滋賀県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

町

村

コ

ー

ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

市町村４－１



問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

問４－１　有問３－１　有

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

町

村

コ

ー

ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

25 442 甲良町 住民人権課 1 2 2 2 4 2

25 443 多賀町 総務課 1 2 1 2 2 多賀町男女共同参画計画 2023年3月 ～ 1 1

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有
２　教育委員会 2　無 １　2025年度中（2026年3月末）までの制定を目途に検討中１　一体 2　策定予定無

２　2026年度以降の制定を目途に検討中 2　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法（総合計画の一部として策定している場合、「問4－2 計画名称」は括弧書きで表記）
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 4　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない 2　無 2　総合計画の一部として策定

市町村４－１

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

5 2 3 1 4 0 2 3 0

25 201 大津市 大津市男女共同参画センター 520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目1-1 077-528-2615 077-527-6288
https://www.city.otsu.lg.jp/
soshiki/001/2463/index.ht
ml

○ ○ ○

25 202 彦根市 彦根市男女共同参画センター ウィズ 522-0041 彦根市平田町670番地 0749-24-3529 0749-24-3529
https://www.city.hikone.lg.j
p/kurashi/shisetsu/14/inde
x.html

○ ○ ○

25 203 長浜市

25 204 近江八幡市

25 206 草津市 草津市立男女共同参画センター あい・ふらっと 525-0032  滋賀県草津市大路２丁目１番３５号 077-565-1550 077-565-1518
https://www.city.kusatsu.sh
iga.jp/kurashi/jinken/danjos
ankaku/index.html

○ ○ ○

25 207 守山市

25 208 栗東市

25 209 甲賀市

25 210 野洲市

25 211 湖南市

25 212 高島市 高島市働く女性の家 ゆめぱれっと高島 520-1621 滋賀県高島市今津町今津1640番地 0740-22-5775 0740-22-5775
https://npo-
genki.com/home/josei/

○ ○ ○

25 213 東近江市

25 214 米原市 米原市男女共同参画センター 5210031 滋賀県米原市一色444番地 0749‐54‐2444 0749‐54‐3033 http://scplaza.jimdo.com ○ ○ ○

25 383 日野町

25 384 竜王町

25 425 愛荘町

25 441 豊郷町

25 442 甲良町

25 443 多賀町

住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ

滋賀県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(２０２５年４月１日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

問６－３
施設
形態

問６－５　管理・運営主体問６－４　所在地等

施設管理

愛称・通称

問６－１

郵便番号

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 滋賀県

問１７

設置根拠
条例

設置根拠
2 条例以外

自治体または施設
（両方を含む）と

NWECとの
業務上の関わり

常勤
(雇用（任用）

期間の定めが
ない職員）

非常勤
（雇用（任用）
期間の定めが

ある職員）

１
連
携
・
協
働

2
広
報
啓
発

3
講
座

4
相
談
事
業

5
実
態
把
握

6
調
査
研
究

７
国
際
交
流

8
情
報
収
集

9
苦
情
処
理

その他

5 5 6 2 5 5 5 1 0 0 5 1

25 201 大津市 大津市男女共同参画センター 1992年4月1日 ○ ○ 8 1 9,195 ○ ○ ○ ○

25 202 彦根市 彦根市男女共同参画センター 2003年10月1日 ○ ○ 3 2 4,254 ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 203 長浜市

25 204 近江八幡市 ○

25 206 草津市 草津市立男女共同参画センター 2021年5月6日 ○ ○ 3 3 25,018 ○ ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画に関する審議会、審議会やイベ
ント等での託児支援

25 207 守山市

25 208 栗東市

25 209 甲賀市

25 210 野洲市

25 211 湖南市 ○

25 212 高島市 高島市働く女性の家 1993年4月1日 ○ 3 2 10,400 ○ ○ ○ ○

25 213 東近江市 ○

25 214 米原市 米原市男女共同参画センター 2006年4月1日 ○ 6 32,320 ○ ○ ○ ○
えすしぃマルシェ（女性活躍支援事業）

25 383 日野町

25 384 竜王町

25 425 愛荘町

25 441 豊郷町

25 442 甲良町

25 443 多賀町

問６－８　主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

問６－６　職員数（人）

問６－２　設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２５年４月１日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

問６－７
予算額
（千円）

問６－１　名　　称

問１６

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち
宣

言

年

月

日

宣　　言　　名　　称

宣

言

の

形

態

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

2 13 1 7.7 13 0 0.0 6 0 0.0 4 0 0.0 3,351 180 5.4

25 201 大津市 1998年9月22日 ひとが輝く男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 713 70 9.8

25 202 彦根市 1 0 0.0 0 0 324 19 5.9

25 203 長浜市 1 0 0.0 2 0 0.0 427 5 1.2

25 204 近江八幡市 1 0 0.0 0 0 169 8 4.7

25 206 草津市 1 0 0.0 2 0 0.0 222 16 7.2

25 207 守山市 1 0 0.0 1 0 0.0 71 3 4.2

25 208 栗東市 2002年3月22日 栗東市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 126 16 12.7

25 209 甲賀市 1 0 0.0 1 0 0.0 202 4 2.0

25 210 野洲市 1 0 0.0 0 0 92 9 9.8

25 211 湖南市 1 1 100.0 1 0 0.0 43 1 2.3

25 212 高島市 1 0 0.0 0 0 202 5 2.5

25 213 東近江市 1 0 0.0 2 0 0.0 402 19 4.7

25 214 米原市 1 0 0.0 1 0 0.0 108 1 0.9

25 383 日野町 1 0 0.0 1 0 0.0 82 1 1.2

25 384 竜王町 1 0 0.0 1 0 0.0 32 3 9.4

25 425 愛荘町 1 0 0.0 1 0 0.0 61 0 0.0

25 441 豊郷町 1 0 0.0 0 0 14 0 0.0

25 442 甲良町 1 0 0.0 1 0 0.0 13 0 0.0

25 443 多賀町 1 0 0.0 0 0 48 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

滋賀県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 問５　首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況　（２０２５年７月１日現在）

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

問７－1

市町村４－３

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

女
性
委
員
数

女
性
委
員
数

941 852 12,193 4,217 34.6 771 713 9,693 3,343 34.5 114 82 723 155 21.4 516 58 11.2 535 59 11.0

小計 767 709 9,549 3,303 34.6 114 82 723 155 21.4

25 201 大津市 40.0 2029年4月 88 83 899 317 35.3
法令もしくはこれに基づく政令または条例の定めるところにより設置さ
れている審議会等 82 77 864 310 35.9 6 6 36 7 19.4 37 6 16.2 38 6 15.8 1 1 1

25 202 彦根市 40.0 2034年3月 53 50 678 202 29.8
法令または政令により設置されている審議会等

52 49 641 199 31.0 6 4 57 9 15.8 31 2 6.5 32 2 6.3 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

25 203 長浜市 40.0 2028年3月 54 50 701 254 36.2
地方自治法(第202条の3)に基づく審議会

54 50 701 254 36.2 6 4 57 14 24.6 30 2 6.7 31 2 6.5 1 1 1

25 204 近江八幡市 2031年3月

審議会等に
おける女性
委員の割合
が40～60％
である審議
会等の割合
が50％以上

98 84 1,545 405 26.2

地方自治法第180条の５に定める行政委員会 
地方自治法第202条の３に基づく審議会等 
規則・要綱等に基づく審議会等 
その他 38 33 581 118 20.3 6 3 40 6 15.0 34 2 5.9 35 2 5.7 1 1 1

25 206 草津市 50.0 2026年3月 99 98 1,214 510 42.0
法律、条例、規則および要綱により設置されている懇談会、会議等

84 84 924 403 43.6 6 5 40 9 22.5 25 10 40.0 26 10 38.5 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

25 207 守山市 40.0 2026年3月 65 63 815 312 38.3 37 35 419 132 31.5 6 4 42 9 21.4 19 3 15.8 20 3 15.0 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

25 208 栗東市 40.0 2025年3月 56 48 649 230 35.4
市長が委嘱する審議会、委員会

56 48 650 230 35.4 6 4 30 5 16.7 33 1 3.0 34 1 2.9 2 2024年11月1日 2 2024年11月1日 2 2024年11月1日

25 209 甲賀市 40.0 2029年3月 84 83 1,084 329 30.4 45 45 555 181 32.6 6 5 34 12 35.3 46 4 8.7 47 4 8.5 1 1 1

25 210 野洲市 40.0 2026年3月 80 73 1,210 438 36.2
市長等が任命又は委嘱する審議会、委員会等

70 64 1,121 420 37.5 6 6 42 11 26.2 29 3 10.3 30 3 10.0 1 1 1

25 211 湖南市 40.0 2026年3月 51 24 613 197 32.1 51 46 613 197 32.1 6 5 31 10 32.3 29 3 10.3 30 4 13.3 2 2025年6月1日 2 2025年6月1日 2 2025年6月1日

25 212 高島市 50.0 2027年3月 41 38 525 210 40.0
地方自治法第203条の3の規定に基づく審議会および同法第180条の
5の規定に基づく委員会等 35 33 490 200 40.8 6 5 35 10 28.6 38 6 15.8 39 6 15.4 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

25 213 東近江市 40.0 2027年3月 53 48 956 368 38.5
地方自治法202条の３に定める法律・条例に基づく付属機関、付属機
関に準ずる委員会 35 32 567 192 33.9 6 5 56 12 21.4 42 4 9.5 43 4 9.3 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

25 214 米原市 2027年3月
35％（目標
値）

65 62 647 216 33.4 53 47 569 191 33.6 6 5 37 6 16.2 26 1 3.8 27 1 3.7 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 1

25 383 日野町 30.0 2029年3月 14 11 239 92 38.5
法令・条例に基づく審議会等

12 12 186 53 28.5 6 3 31 7 22.6 19 1 5.3 20 1 5.0 1 1 1

25 384 竜王町 2029年3月
40%以上60％
以下

18 16 189 66 34.9
地方自治法第202条の3に基づき法令・条例で設置されている審議会
等 18 16 189 66 34.9 6 4 30 8 26.7 16 0 0.0 17 0 0.0 1 1 1

25 425 愛荘町 0 0 0 0 13 11 140 53 37.9 6 5 27 6 22.2 11 3 27.3 12 3 25.0 1 1 1

25 441 豊郷町 2029年3月 40％～60％ 8 8 91 25 27.5
地方自治法第202条の3に基づく審議会等内閣府の実践する地方公
共団体に関する男女共同参画参画等に係る調査 8 8 90 30 33.3 6 1 32 2 6.3 16 2 12.5 17 2 11.8 1 1 1

25 442 甲良町 0 0 0 0 9 5 96 20 20.8 6 3 30 5 16.7 15 0 0.0 16 0 0.0 1 1 1

25 443 多賀町 36.0 14 13 138 46 33.3 15 14 153 54 35.3 6 5 36 7 19.4 20 5 25.0 21 5 23.8 1 1 1

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８
目標設定の
対象である
審議会等の
目標及び
現状値

その他

問９
地方自治法
（第202条の３）
に基づく審議会
等における
登用状況

問１０
地方自治法
(第180条の５）
に基づく委員会
等におけ
る登用状況

2025年4月1日調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議

(会長を含む)

問９－１

滋賀県

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議

(委員のみ）

市町村４－４



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

4 4 144 40 27.8 0 0 0 0  

大津市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

彦根市 1 1 37 3 8.1 0 0 0 0 0.0

長浜市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

近江八幡市 2 2 95 33 34.7 0 0 0 0 0.0

草津市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

守山市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

栗東市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

甲賀市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

野洲市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

湖南市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

高島市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

東近江市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

米原市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

日野町 1 1 12 4 33.3 0 0 0 0 0.0

竜王町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

愛荘町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

豊郷町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

甲良町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

多賀町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

滋賀県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

市町村４－４ (2)



調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

1,692 458 27.1 1,188 210 17.7 246 24 9.8 199 15 7.5 304 61 20.1 229 35 15.3 1,142 373 32.7 760 160 21.1 1,579 603 38.2 1,035 272 26.3 2,509 1,088 43.4 1,547 519 33.5 135 17 12.6 39 2 5.1

25 201 大津市 179 17 9.5 146 12 8.2 18 3 16.7 16 2 12.5 34 3 8.8 26 2 7.7 127 11 8.7 104 8 7.7 325 89 27.4 238 54 22.7 800 300 37.5 618 241 39.0 1 18 3 16.7 0 0 0.0 1

25 202 彦根市 200 53 26.5 83 12 14.5 27 1 3.7 18 0 0.0 47 10 21.3 23 4 17.4 126 42 33.3 42 8 19.0 133 30 22.6 70 20 28.6 229 92 40.2 83 24 28.9 1 7 0 0.0 2 0 0.0 1

25 203 長浜市 161 49 30.4 95 10 10.5 28 3 10.7 17 1 5.9 26 3 11.5 20 1 5.0 107 43 40.2 58 8 13.8 250 91 36.4 165 25 15.2 342 185 54.1 157 51 32.5 1 7 1 14.3 3 0 0.0 1

25 204 近江八幡市 170 57 33.5 73 14 19.2 25 4 16.0 16 2 12.5 14 6 42.9 5 1 20.0 131 47 35.9 52 11 21.2 130 62 47.7 60 19 31.7 177 88 49.7 54 14 25.9 1 8 0 0.0 3 0 0.0 1

25 206 草津市 128 30 23.4 101 15 14.9 23 1 4.3 20 1 5.0 26 4 15.4 23 3 13.0 79 25 31.6 58 11 19.0 72 21 29.2 59 14 23.7 104 35 33.7 72 18 25.0 1 8 1 12.5 2 0 0.0 1

25 207 守山市 87 31 35.6 75 20 26.7 13 2 15.4 13 2 15.4 20 5 25.0 17 3 17.6 54 24 44.4 45 15 33.3 49 14 28.6 35 2 5.7 95 31 32.6 76 16 21.1 1 9 2 22.2 3 1 33.3 1

25 208 栗東市 61 18 29.5 48 10 20.8 11 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50 18 36.0 38 10 26.3 46 23 50.0 28 10 35.7 96 48 50.0 61 21 34.4 1 4 1 25.0 1 0 0.0 1

25 209 甲賀市 102 28 27.5 80 15 18.8 17 1 5.9 15 1 6.7 28 6 21.4 23 4 17.4 57 21 36.8 42 10 23.8 109 53 48.6 70 25 35.7 165 83 50.3 105 38 36.2 1 9 1 11.1 2 0 0.0 1

25 210 野洲市 98 34 34.7 60 10 16.7 12 3 25.0 10 2 20.0 21 8 38.1 13 3 23.1 65 23 35.4 37 5 13.5 66 35 53.0 32 11 34.4 45 21 46.7 20 6 30.0 1 9 2 22.2 5 1 20.0 1

25 211 湖南市 57 19 33.3 49 16 32.7 13 0 0.0 10 0 0.0 12 4 33.3 10 3 30.0 32 15 46.9 29 13 44.8 66 45 68.2 26 13 50.0 73 38 52.1 40 8 20.0 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

25 212 高島市 94 24 25.5 79 14 17.7 16 1 6.3 15 0 0.0 35 7 20.0 33 6 18.2 43 16 37.2 31 8 25.8 53 18 34.0 39 14 35.9 103 43 41.7 69 26 37.7 1 5 0 0.0 3 0 0.0 1

25 213 東近江市 158 41 25.9 132 27 20.5 21 2 9.5 18 2 11.1 36 5 13.9 31 5 16.1 101 34 33.7 83 20 24.1 97 50 51.5 68 26 38.2 142 67 47.2 97 32 33.0 1 9 1 11.1 3 0 0.0 1

25 214 米原市 51 13 25.5 44 7 15.9 8 1 12.5 8 1 12.5 3 0 0.0 3 0 0.0 40 12 30.0 33 6 18.2 83 28 33.7 69 16 23.2 0 0 0.0 0 0 0.0 1 7 1 14.3 3 0 0.0 1

25 383 日野町 33 5 15.2 30 3 10.0 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28 5 17.9 25 3 12.0 18 10 55.6 8 1 12.5 36 13 36.1 24 6 25.0 1 16 2 12.5 4 0 0.0 1

25 384 竜王町 31 10 32.3 22 5 22.7 3 0 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 27 10 37.0 18 5 27.8 6 3 50.0 5 2 40.0 38 14 36.8 27 9 33.3 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

25 425 愛荘町 38 16 42.1 30 10 33.3 6 2 33.3 5 1 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 32 14 43.8 25 9 36.0 30 10 33.3 26 6 23.1 28 14 50.0 18 5 27.8 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

25 441 豊郷町 12 4 33.3 12 4 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 11 4 36.4 11 4 36.4 15 6 40.0 12 4 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 1 20.0 2 0 0.0 1

25 442 甲良町 18 5 27.8 16 3 18.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18 5 27.8 16 3 18.8 13 5 38.5 11 3 27.3 12 9 75.0 3 0 0.0 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1

25 443 多賀町 14 4 28.6 13 3 23.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14 4 28.6 13 3 23.1 18 10 55.6 14 7 50.0 24 7 29.2 23 4 17.4 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1

調査時点コード 2025年4月1日 その他

滋賀県

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

うち一般行政職

係
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

問１１－１　管理職の在職状況 問１１－２　職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

うち一般行政職

管
理
職
総
数

うち一般行政職

部
局
長
相
当
職

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

問１１－５

調

査

時

点

コ

ー

ド

その他その他

調

査

時

点

コ

ー

ド

問１１－２ 問１１－５　本庁の防災・危機管理部局への配置状況

うち管理職数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

部
局
職
員
数

防
災
・
危
機
管
理

女
性
数

市町村４－４（3）



調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

15 1の合計 19 0 19 0 19 19 19 19 19 12

4 2の合計 0 14 0 19 0 0 0 0 0 0

0 3の合計 0 5 0 0 0 0 0 0 0

0 4の合計 0 0 0 0 0 0 0 0

25 201 大津市 1

大津市職員旧姓使用取扱要綱

第1条　この要綱は、互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するた
め、職員が婚姻、離婚、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を
改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使用することに関し
て必要な事項を定めるものとする。

大津市議会 1 3 1

大津市議会会議規程

第３条第２項 
議員は、出産のため会議を欠席するときは、出産予定日の8週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出なければならない。

2 1 1 1 1 1 1

25 202 彦根市 1 彦根市議会 1 2 1

彦根市議会会議規則第2条第2項

2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあって
は、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

彦根市職員旧姓使用取扱要綱

彦根市職員旧姓使用取扱要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸
籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という｡）を文書等に使用す
ることに関して必要な事項を定め、もってすべての職員が互いの個性を尊重し、能力を発揮し
やすい職場環境を整備する
　ことを目的とする。
（旧姓の使用）
第２条　職員は、市長の承認を受けて、法令および条例等の規定に反するおそれのない専ら
組織内部で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上または事務処理上支障がないも
のにおいて、旧姓を使用することができる。
（旧姓を使用できる文書等）
第３条 前条の旧姓を使用できる文書等とは、別表に掲げるものとする。
（旧姓使用の承認の申請）
第４条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
２　職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたため彦根
市職員の服務に関する規程（昭和４０年彦根市訓令第１０号。以下「服務規程」という。）第８
条に規定する氏名変更届を届け出る際に、またはその届出の後速やかに、旧姓使用承認申
請書（別記様式第１号）を市長
　に提出しなければならない。
（旧姓使用の承認等）
第５条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上または事務処理上
支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。
　ただし、市長は、特別の必要があると認めるときは、別表に掲げる文書等のうち一部のもの
について、旧姓の使用の承認をしないことができる。
２　市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書（別記様
式第２号）により、その旨を所属長を経由して当該承認を受けた者（以下「旧姓使用者」とい
う。）に通知するものとする。
（承認の取消）
第６条 市長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧
姓の使用が、職務遂行上または事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に
係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
（旧姓使用の中止）
第７条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（別記様式第
３号）を市長に提出しなければならない。
（旧姓使用者等の責務）
第８条　旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に市民または職員に混乱が生じないよう
努めなければならない。
２　所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならな
い。
（書類の提出）
第９条 　この要綱に基づき市長に提出すべき書類は、所属長を経て人事課長に提出するも
のとする。
（その他）
第１０条　この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、人事課長が別に
定める。

　　　付　則
１　この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。
２　この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の
日から平成１２年６月１５日までに、所属長を経由して人事課長に第４条第２項の旧姓使用承
認申請書を提出することにより第５条の承認を受けることができるものとする。

別表（第３条関係）

　（１）職員録
　（２）職員配置図
　（３）名刺
　（４）事務分掌表
　（５）職務分担表
　（６）起案文書（回議書等における起案者の氏名表示）
　（７）決裁文書、供覧文書等に係る押印（公開審査等の押印を含む。）
　（８）復命書

　（９）研修受講報告書
　（10）事務引継書
　（11）彦根市財務規則（平成５年彦根市規則第１１号）、彦根市公有財産事務取扱規則（昭
和３９年彦根市規則第１２号）等に定める会計事務帳票
　　　および証拠書類のうち専ら組織内部で使用する文書（請求行為に係るものおよび委任
事項に係る受任者の決裁を除く。）
　（12）被服貸与簿
　（13）公務使用自家用自動車等届（彦根市職員等の旅費に関する条例施行規則（昭和４０
年彦根市規則第１４号）別記様式）
　（14）住所届（服務規程様式第２号）
　（15）出勤簿（服務規程様式第４号）
　（16）遅刻、早退、一時外出、欠勤届（服務規程様式第５号）
　（17）営利企業等従事許可願（服務規程様式第６号の２）
　（18）時間外勤務等命令簿（服務規程様式第７号）
　（19）当直勤務命令簿、当直日誌（服務規程様式第９号、第１０号）
　（20）年次有給休暇簿（服務規程様式第１１号）
　（21）特別休暇簿（服務規程規則様式第１２号）
　（22）病気休暇簿（服務規程様式第１３号）
　（23）介護休暇願簿（服務規程様式第１４号）
　（24）週休日振替簿（服務規程様式第１５号）
　（25）代休日指定簿等（服務規程様式第１６号、第１７号）
　（26）ボランティア活動計画書（服務規程様式第１８号）
　（27）手当（児童手当を除く。）に係る届、認定簿、実績簿および勤務状況報告書
　（28）職員互助会に係る文書
　（29）名前札
　（30）研究論文等の発表
　（31）前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で所属長が認めるもの

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

滋賀県

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

調査時点

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

25 203 長浜市 1

長浜市職員旧姓使用取扱規程

（旧姓の使用）第２条　職員は、市長の承認を受けて、法令及び条例等の規定に反するおそ
れのない専ら組織内部で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上支
障がないものにおいて、旧姓を使用することができる。

長浜市議会事務局 1 2 1

長浜市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　 
　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

25 204 近江八幡市 1

近江八幡市職員旧姓使用取扱要綱

第２条　職員は、市長の承認を受けて、法令及び条例等の規定に反するおそれのない専　ら
組織内部で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上支障がな　いも
のにおいて、旧姓を使用することができる。 近江八幡市議会 1 2 1

近江八幡市議会会議規則

第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事
由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあって
は、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

25 206 草津市 1

草津市職員旧姓使用取扱規程

（旧姓の使用） 
第２条　職員は、法令等の規定に反するおそれのない、専ら職員間で使用している文書等に
ついて、職務遂行上または事務処理上著しい支障を生じないものに限り、旧姓を使用するこ
とができる。

草津市議会 1 3 1

草津市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。 
（欠席の届出） 
第９１条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出な
ければならない。 
２　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ委員長に届け出ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

25 207 守山市 1

守山市職員旧姓使用取扱要綱第２条

（旧姓の使用） 
第２条　職員は、市長の承認を受けて、法令および条例等の規定に反するおそれのない専ら
組織内部で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上または事務処理上支障がないも
のにおいて、旧姓を使用することができる。

守山市議会 1 2 1

守山市議会会議規則第２条２

議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

25 208 栗東市 1

栗東市職員旧姓使用取扱規程

第3条　職員は、市長の承認を受けて、法律、条例等の規定に反するおそれのない専ら職員
間で使用している文書等で、職務遂行上又は事務処理上著しい支障を生じないものに限り、
旧姓を使用することができる。

栗東市議会 1 3 1

栗東市議会会議規則

第２条第２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間前の日（多胎妊娠の場合に
あっては、１４週間前の日）から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

25 209 甲賀市 1

甲賀市職員旧姓使用取扱要綱						

第２条第１項 
職員は、法令等の規定に反するおそれのない、専ら職員間で使用している文書等について、
職務遂行上又は事務処理上著しい支障を生じないものに限り、旧姓を使用することができ
る。					 

滋賀県甲賀市議会 1 2 1

甲賀市議会会議規則

第２条　 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊婦の場合にあたっ
ては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、そ
の期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

彦根市職員旧姓使用取扱要綱

彦根市職員旧姓使用取扱要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸
籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という｡）を文書等に使用す
ることに関して必要な事項を定め、もってすべての職員が互いの個性を尊重し、能力を発揮し
やすい職場環境を整備する
　ことを目的とする。
（旧姓の使用）
第２条　職員は、市長の承認を受けて、法令および条例等の規定に反するおそれのない専ら
組織内部で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上または事務処理上支障がないも
のにおいて、旧姓を使用することができる。
（旧姓を使用できる文書等）
第３条 前条の旧姓を使用できる文書等とは、別表に掲げるものとする。
（旧姓使用の承認の申請）
第４条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
２　職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたため彦根
市職員の服務に関する規程（昭和４０年彦根市訓令第１０号。以下「服務規程」という。）第８
条に規定する氏名変更届を届け出る際に、またはその届出の後速やかに、旧姓使用承認申
請書（別記様式第１号）を市長
　に提出しなければならない。
（旧姓使用の承認等）
第５条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上または事務処理上
支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。
　ただし、市長は、特別の必要があると認めるときは、別表に掲げる文書等のうち一部のもの
について、旧姓の使用の承認をしないことができる。
２　市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書（別記様
式第２号）により、その旨を所属長を経由して当該承認を受けた者（以下「旧姓使用者」とい
う。）に通知するものとする。
（承認の取消）
第６条 市長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧
姓の使用が、職務遂行上または事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に
係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
（旧姓使用の中止）
第７条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（別記様式第
３号）を市長に提出しなければならない。
（旧姓使用者等の責務）
第８条　旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に市民または職員に混乱が生じないよう
努めなければならない。
２　所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならな
い。
（書類の提出）
第９条 　この要綱に基づき市長に提出すべき書類は、所属長を経て人事課長に提出するも
のとする。
（その他）
第１０条　この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、人事課長が別に
定める。

　　　付　則
１　この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。
２　この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の
日から平成１２年６月１５日までに、所属長を経由して人事課長に第４条第２項の旧姓使用承
認申請書を提出することにより第５条の承認を受けることができるものとする。

別表（第３条関係）

　（１）職員録
　（２）職員配置図
　（３）名刺
　（４）事務分掌表
　（５）職務分担表
　（６）起案文書（回議書等における起案者の氏名表示）
　（７）決裁文書、供覧文書等に係る押印（公開審査等の押印を含む。）
　（８）復命書

　（９）研修受講報告書
　（10）事務引継書
　（11）彦根市財務規則（平成５年彦根市規則第１１号）、彦根市公有財産事務取扱規則（昭
和３９年彦根市規則第１２号）等に定める会計事務帳票
　　　および証拠書類のうち専ら組織内部で使用する文書（請求行為に係るものおよび委任
事項に係る受任者の決裁を除く。）
　（12）被服貸与簿
　（13）公務使用自家用自動車等届（彦根市職員等の旅費に関する条例施行規則（昭和４０
年彦根市規則第１４号）別記様式）
　（14）住所届（服務規程様式第２号）
　（15）出勤簿（服務規程様式第４号）
　（16）遅刻、早退、一時外出、欠勤届（服務規程様式第５号）
　（17）営利企業等従事許可願（服務規程様式第６号の２）
　（18）時間外勤務等命令簿（服務規程様式第７号）
　（19）当直勤務命令簿、当直日誌（服務規程様式第９号、第１０号）
　（20）年次有給休暇簿（服務規程様式第１１号）
　（21）特別休暇簿（服務規程規則様式第１２号）
　（22）病気休暇簿（服務規程様式第１３号）
　（23）介護休暇願簿（服務規程様式第１４号）
　（24）週休日振替簿（服務規程様式第１５号）
　（25）代休日指定簿等（服務規程様式第１６号、第１７号）
　（26）ボランティア活動計画書（服務規程様式第１８号）
　（27）手当（児童手当を除く。）に係る届、認定簿、実績簿および勤務状況報告書
　（28）職員互助会に係る文書
　（29）名前札
　（30）研究論文等の発表
　（31）前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で所属長が認めるもの

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

25 210 野洲市 1

野洲市職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、法令及び条例等の規定に反するおそれのない専ら組織内部で使用している
文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使用す
ることができる。

野洲市議会 1 2 1

野洲市議会会議規則

（会議の欠席） 
第２条　議員は、次に掲げる場合は、会議を欠席することができる。 
(3)　議員の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産
の日後８週間を経過する日までの期間内

2 1 1 1 1 1

25 211 湖南市 1

湖南市職員旧姓取扱規程

規程全文

湖南市議会 1 3 1

湖南市議会会議規則

第２条第２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあって 
は、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期 
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

25 212 高島市 1

高島市職員急性使用取扱規定

第2条　職員は、法令および条例等の規定に反 するおそれのない、専ら組織内部で使用して
いる文書等について、職務上または事務処理上著し い支障を生じないものに限り、旧姓を使
用することができる。

滋賀県高島市議会 1 2 1

高島市議会会議規則

第２条第２項及び第８４条第２項 
　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあって
は、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

25 213 東近江市 2 東近江市議会 1 2 1

東近江市議会会議規則

第１章　会議 
第１節　総則（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間(多胎妊娠の場合にあって
は、14週間)前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

25 214 米原市 1

米原市職員旧姓使用取扱規程

（旧姓の使用） 
第２条　職員は、法令および条例等の規定に反するおそれがない専ら組織内部で使用してい
る文書、軽易な文書等で職務遂行上または事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使
用することができる。

米原市議会 1 2 1

米原市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため欠席するときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内におい
て、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

25 383 日野町 1

日野町職員旧姓使用取扱規定	

職員は、法令等の規定に反するおそれのない、専ら職員間で使用している文書等について、
職務遂行上または事務処理上著しい生じないもの限り、旧姓を使用することができる。 1 2 1

日野町議会議会規則

第２条第2項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定
日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間))前の日から当該出産の日後8週間を経過
する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

25 384 竜王町 2 竜王町議会 1 2 1

竜王町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間
（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

25 425 愛荘町 1

愛荘町職員旧姓使用取扱規定

（旧姓の使用）第2条　職員は、法令および条例等の規定に反するおそれのない、専ら組織内
部で使用している文書等について、職務上または事務処理上著しい支障を生じないものに限
り、旧姓を使用することができる。

愛荘町議会 1 2 1

愛荘町議会会議規則

（欠席の届出）第2条2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、
出産予定日の6週間（多児妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週
間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

25 441 豊郷町 2 豊郷町議会 1 2 1

豊郷町議会会議規則

第2条第2項　前項の規定にかかわらず、議員の出産のため出席できないときは、出産予定
日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産日後8週間を経過す
る日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

25 442 甲良町 1

甲良町職員旧制使用取扱規定

第1条　この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた後も、
婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

1 2 1

甲良町議会会議規則

第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週（多
胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

25 443 多賀町 2 多賀町議会 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 滋賀県

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

0 0 10 7 1 1 4 4

0 1 1 5 4 4 7 15

0 0 8 7 7 14 0 0

19 18 8

25 201 大津市 4 4 1 1

大津市議会議員政治倫理条例

（政治倫理基準） 
第３条　第３項　議員は、その地位を利用して、特定の個人又は団体に対して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をか
ける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。

3 3 1

大津市議会議員の通称等の使用に関する規程

第3条　議員は、あらかじめ議長の承認を得て、在任中、通称等を使用することができ
る。ただし、次に掲げる書類等については、この限りでない。 
(1)　議員の履歴に関する書類 
(2)　在職証明書その他の証明書 
(3)　大津市議会会議規程(平成26年議会議長告示第1号)第50条第1項の辞表 
(4)　議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類 
(5)　源泉徴収票 
(6)　市議会議員共済会に対する報告等に関する書類 
(7)　叙位及び叙勲の申請に関する書類 
(8)　前各号に掲げるもののほか、通称等の使用により実務上の支障が生じるおそれが
あると議長が判断するもの

2 17 0 0.0 ○

25 202 彦根市 4 4 1 1

彦根市議会議員政治倫理条例第3条第1項第6号

(6)　その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。 1 3 3 2 2 23 0 0.0

25 203 長浜市 4 4 1 2 3

「ハラスメント対応マ
ニュアル」を作成

1 1 3 2 1

地域防災計画

【2-1-3】　第 2 平常時における各部局の防災関連業務 
災害発生時において、迅速かつ的確に応急活動を行うためには、平常
時からの各課(室)における取組が重要である。 
したがって、各課(室)は、平常時の業務に関係する概ね次表の防災関連
業務一覧に示した事務の実施に努める。 
また、男女共同参画の視点から、市民協働部が災害対応について庁内
及び避難所等における連絡調整を行い、防災危機管理局と市民協働部
が連携し災害発生時の活動を明確化しておくよう努めるものとする 
 
【3-1-22】［災害対策本部 任務分担表］ 
災害対策本部における各部局の所掌する業務は、概ね次のとおりであ
る。 
男女共同参画の視点から、市民協働部が災害対応について庁内及び避
難所等における連絡調整を行い、防災危機管理課と市民協働部が連携
し災害発生時の対応を明確化しておくよう努めるものとする。

17 0 0.0

25 204 近江八幡市 4 4 1 1

近江八幡市議会議員政治倫理条例

第4条　議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を厳守
するとともに、次に掲げる政治倫理に係る基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。 
(3)　議場の内外を問わず、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント等のあらゆる人権侵害並びに議員の品
位をおとしめるおそれのある言動及び行為をしないこと。

1 2 2 1

近江八幡市議会議員の通称名の使用に関する規程

第２条　議員は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める通称名を使用す
ることができる。 
（1） 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第89条第5項において準用する同令第
88条第8項の規定により認定を受けた場合、当該認定を受けた通称名 
（2） 婚姻、養子縁組等の事由により氏に変更があった場合　変更前の氏

2 23 3 13.0

25 206 草津市 4 4 3 2 3 3 1 2 23 1 4.3

草津市議会議員旧姓使用取扱要領

（趣旨） 
第１条　この要領は草津市議会議員（以下「議員」という。）が戸籍上の氏に代えて、旧
姓を議会活動に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 
（旧姓） 
第２条　この要領における旧姓とは、婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」とい
う。）により、氏を改めた者の婚姻等の前の戸籍上の氏をいう。 
（承認） 
第３条　議員は、議長の承認を受けたときは、次に掲げる事項を除き、旧姓を使用する
ことができるものとする。 
(1)　履歴に関する届出書類 
(2)　身分に関する届出書類 
(3)　辞職願 
(4)　議員報酬、期末手当等の支給に関する書類 
(5)　源泉徴収票の名義 
(6)　市議会議員共済会に関する各種届出書 
(7)　在職証明書等各種証明書 
(8)　叙勲等表彰の申請書類 
(9)　その他旧姓の使用により実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するも
の 
（承認の申請） 
第４条　議員は、前条の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書（別記様式
第１号）を議長に提出しなければならない。 
（承認の通知） 
第５条　議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書（別記様式第２
号）により、当該議員に通知するものとする。 
（中止届） 
第６条　議長の承認を受けて旧姓を使用している議員が、その使用を中止しようとする
ときは、旧姓使用中止届（別記様式第３号）を議長に提出しなければならない。 
（報告） 
第７条　議長は、旧姓の使用を承認したときまたは旧姓使用中止届を受理したときは、
議会運営委員会に報告するものとする。 
（責務） 
第８条　旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たっては、議会活動およびその関
連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。 
(その他) 
第９条　この要領に定めるもののほか、旧姓の使用について必要な事項は、議長が定
める。 

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

調査時点

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

8 1 2

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

508 74 14.6% 2

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。
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ラ
ス
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ン
ト
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止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
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２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

25 207 守山市 4 4 1 1

守山市議会議員政治倫理条例第３条

(1)　議員は、議員の品位と名誉を損なう行為により、市民の議会に対する信頼を損ねないこと。 
(2)　議員は、その権限または地位を利用して、自己または特定の者の利益を図らないこと。 
(3)　議員は、職務の公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。 
(4)　議員は、政治的または道義的な批判を受けるおそれのある政治活動に関する寄附(議員の後援団体に対する
ものを含む。)を受けないこと。 
(5)　議員は、市または関係団体(市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。次号において同
じ。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が締結する
契約を含む。)または特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしないこと。 
(6)　議員は、前号に規定するもののほか、その権限または地位による影響力を及ぼすことにより、市または関係
団体の役員もしくは職員の公正な職務の執行を妨げる等の不当な行為をしないこと。 
(7)　議員は、職員(臨時的任用職員を含む。)の採用または人事異動に不当に関与しないこと。

2 3 3 4 2 84 21 25.0

25 208 栗東市 4 4 1 1

栗東市議会議員政治倫理条例

第３条第7号 
その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及びセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメ
ントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

3 3 4 1

栗東市地域防災計画

P23　第１節地域の防災力を高めるための対策＞第１防災知識普及＞
担当部　市民部（←男女共同参画部局）＞「市は、県や中消防署をはじ
めとする各防災関係機関と連携して、各自の防災力の向上を図るととも
に、多様な主体が地域防災の担い手になって地域防災力の向上につな
がるよう、住民や事業者等の防災意識の高揚を目指した教育および広
報（ＰＲ・啓発活動）を推進する。特に、全国各地で発生した過去の大規
模災害の教訓を踏まえ、当事者力・地域力を高めるなどについて、「滋
賀県防災プラン」に基づき推進する。なお、その内容および方法につい
ては、男女共同参画の視点から妥当なものであるか点検する。」

18 0 0.0

25 209 甲賀市 4 2 1 1

甲賀市議会議員政治倫理条例

第３条（５）議員の地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及びセクシュアル・ハラスメント、パ
ワー・ハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

2 2 2 4 2 41 5 12.2 ○

25 210 野洲市 4 4 3 3 3 1 2 16 2 12.5

25 211 湖南市 4 4 2 2 2 2 4 2 16 2 12.5

25 212 高島市 4 4 1 1

高島市議会議員政治倫理条例

議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選
法」という。)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係
法令のほか、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。 
(7)　その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

1 3 3 2 2 23 1 4.3

25 213 東近江市 4 4 3 1 3 3 2 2 32 2 6.3

25 214 米原市 4 4 3 3 3 2 2 14 1 7.1

25 383 日野町 4 4 1 1 1 3 3 4 1

日野町指定避難所運営マニュアル

指定避難所運営委員会に女性も参加することなど、男女共同参画の視
点に配慮した指定避難所運営を行います。

16 2 12.5

日野町議会議員政治論理条例

第2条　議員は、町政に携わる責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。 
2　議員は、政治倫理に関し、政治的または道義的な批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責
任を進んで明確にしなければならない。 
3　町民は、公共の利益の重要性を深く認識し、議員の有する権限または地位による影響力を不正に行使させるこ
とのないよう努めなければならない。 
(政治倫理基準) 
第3条　議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政
治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の規定とともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければな
らない。 
(1)　議員の品位と名誉を損なう行為により、町民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。 
(2)　その権限または地位を利用して、自己または特定の者の利益を図ってはならないこと。 
(3)　公正を疑われるような金品の授受を行なってはならないこと。 
(4)　政治的または道義的な批判を受けるおそれのある政治活動に関する寄附(議員の後援団体に対するものを含
む。)を受けてはならないこと。 
(5)　町もしくは関係団体(法第244条の2第3項に規定する町の指定管理者および町が資本金その他これに準ずる
ものを出資している法人をいう。次号において同じ。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約または特定の者
に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になる働きかけをしてはならないこと。 
(6)　前号に規定するもののほか、その権限または地位による影響力を及ぼすことにより、町の職員または関係団
体の役員もしくは職員の公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならないこと。 
(7)　町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)の採
用、昇任または人事異動に関与してはならないこと。 
(8)　町から運営補助金等の交付を受けている受益団体の代表者等には就任しないこと。 
(9)　町の審議会委員など附属機関の委員には、法令に基づくものを除き就任しないこと。 
(一部改正〔令和2年条例14号〕)

野洲市議会議員旧姓使用取扱要領

（趣旨） 
第１条　この要領は野洲市議会議員（以下「議員」という。）が戸籍上の氏に代え 
て、旧姓を議会活動に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものと 
する。　 
（旧姓） 
第２条　この要領における旧姓とは、婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」とい
う。）により、氏を改めた者の婚姻等の前の戸籍上の氏をいう。 
（承認） 
第３条　議員は、議長の承認を受けたときは、次に掲げる事項を除き、旧姓を使 
用することができるものとする。 
(1)　履歴に関する届出書類 
(2)　身分に関する届出書類 
(3)　辞職願 
(4)　議員報酬、期末手当等の支給に関する書類 
(5)　源泉徴収票（給与支払報告書）の名義 
(6)　市議会議員共済会に関する各種届出書 
(7)　全国市議会議員団体補償制度、全国市議会議員医療保険制度加入申請等書類 
(8)　滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合に関する報告書及び請求書（議員現
況報告書を除く） 
(9)　叙勲等表彰の申請書類 
(10) 提出先の機関等が旧姓の使用を認めていない書類等 
(11) その他、旧姓使用によって、実務上の混乱が生ずるおそれがあると議長が判断す
るもの

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。
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３
．
そ
の
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その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都
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府

県

コ
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ド

市

区
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村

コ

ー

ド
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町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

25 384 竜王町 4 4 3 2 2 2 2 2 34 7 20.6

25 425 愛荘町 4 4 3 3 3 4 1

愛荘町地域防災計画（一般対策編）　第1部　総則　　第1章　計画の方
針　　第2節　計画の基本方針

（3）要配慮者への支援、多様な視点による対応　少子高齢化、人口の偏
在、隣保精神の衰退、グローバリゼーション等の社会情勢の変化を踏ま
え、要配慮者（高齢者、障がい者等）の多様なニーズに対する支援の充
実を図る。また、防災の現場における女性の参画拡大など男女共同参
画の視点に配慮した体制の整備に努める。

15 2 13.3

25 441 豊郷町 4 4 3 3 1 4 2 18 4 22.2

25 442 甲良町 4 4 3 3 3 2 2 0 0 0.0

25 443 多賀町 4 4 1 3 1 3 3 4 2 78 21 26.9
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